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給付算定基礎額残高通知書を送付します
退職等年金給付に係る

　平成 27 年 10 月１日に被用者年金制度が一元化され、共済年金も厚生年金に統一されたことと同時に「退職等年金給付制度」
が創設され、組合員の皆様はこの制度に加入しています。
　この「退職等年金給付制度」では、将来自分が年金を受給する際に必要な原資を「給付算定基礎額」といい、あらかじめ
労使折半による保険料で積み立てることになっています。
　今回、この「給付算定基礎額」の前年度末時点での積立残高等の情報を皆様にお知らせするため「給付算定基礎額残高通知書」
を送付します。

　圧着はがき形式で対象者のご自宅に送付します。
　ただし、共済組合に届出いただいている住所等の情報に不備等があった場合は、封書により６～７月に送付します。

■　送付対象者及び送付時期

■　送付方法・形式

■　通知書の掲載内容

　毎年５月 　節目年齢（35 歳、45 歳、59 歳、63 歳）の５月

　※退職時にも、退職時点での積立残高について送付します。

①組合員 ②組合員であった方で、退職等年金給付の受給権が発生していない方

料金後納
郵　便

320 ‐ 0811
栃木県宇都宮市
xxxxxxxx
xxxxxxxx
　　　　　xxx xxx 様

お問い合わせ先
〒 320‐0811
宇都宮市大通り２‐３‐１　井門宇都宮ビル３階
栃木県市町村臓員共済組合　年金課
028‐615‐7817

退職等年金給付（年金払い退職給付）に係る
「給付算定基礎額残高通知書」です。
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※退職年金の受給権者
が再就職している場
合に、再就職前の給
付算定基礎額の情報
が印字されます。

※所属所コード ‐ 企業コード ‐
部課所コード ‐ 証番号が印字
されます。

①

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨
⑩

⑪

② ③ ④

①標準報酬月額
付与額の基礎となる額で、組合員の受ける報酬月額（基
本給＋諸手当）により定められます。期末手当等を受
けた月は、期末手当等の額が合算されています。

⑥付与額累計
平成 29 年度末の各月の付与額
の合計額です。

⑤前年度末
平成 28 年度末の給付算定基礎
額残高です。

⑦利息額
平成 29 年度末の各月の利息の
合計額です。

④給付算定基礎額残高
前月までの給付算定
基礎額残高、当月の
付与額及び利息の合
計額です。

③利息
前月までの給付算定基礎額
残高と当月の付与額に基準
利率（1 か月単位に換算し
た率）を乗じた額です。

②付与額（積立額）
標準報酬月額に
付与率を乗じた
額です。

⑪基準利率
利息を算定
するための
率です。

⑩付与率
付与額を算
定するため
の率です。

⑧今回通知
平成 29 年度末の給付算定基礎
額残高です。

⑨年金払い退職給付加入期間
平成 27 年 10 月以降の組
合員期間の年月数です。



http://www.chikyoren.or.jp/nenkin/nenkin_taishoku.html

